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第 69号 

令和 2年(2020年) 

1月 7日 

火曜日 

目 次 

告示 
○ 埼玉会館及び彩の国さいたま芸術劇場の指定管理者の指定（文化振興課） 

○ 草加都市計画事業（仮称）三郷北部地区土地区画整理事業環境影響評価に係る環境影響

評価公聴会（環境政策課） 

○ さいたま小川町メガソーラーに係る環境影響評価調査計画書（環境政策課） 

○ 埼玉県立児童養護施設おお里の指定管理者の指定（社会福祉課） 

○ 埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設の指定管理者の指定（産業支援課） 

○ 埼玉県みどりの村の指定管理者の指定（森づくり課） 

○ 令和元年度林業種苗生産事業者講習会（森づくり課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 羽生都市計画区域区分の変更の案の縦覧（都市計画課） 

○ 大宮公園の一部の区域の指定管理者の指定（公園スタジアム課） 

○ 埼玉スタジアム２００２公園の指定管理者の指定（公園スタジアム課） 

○ 事務所の所在地又は業者の所在が確知できない宅地建物取引業者の公告（建築安全課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
一
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
会
館
及
び
彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
一
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
芸
術
文
化
振
興
財
団 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
峰
三
丁
目
十
五
番
一
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
一
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

件
名 

草
加
都
市
計
画
事
業
（
仮
称
）
三
郷
北
部
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価

公
聴
会 

二 

日
時
及
び
場
所 

 

ア 

令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
（
火
）
十
四
時
か
ら
十
五
時
ま
で 

 
 

 

三
郷
市
役
所 

全
員
協
議
会
室 

 

イ 

令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
（
火
）
十
七
時
か
ら
十
八
時
ま
で 

 
 

 

吉
川
市
役
所 

三
〇
五
会
議
室 

 

ウ 

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
（
水
）
十
四
時
か
ら
十
五
時
ま
で 

 
 

 

草
加
市
立
柿
木
公
民
館 

会
議
室 

 

エ 

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
（
水
）
十
七
時
か
ら
十
八
時
ま
で 

 
 

 

越
谷
市
役
所 

第
三
庁
舎
一
階
会
議
室
一 

 

オ 

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
（
金
）
十
四
時
か
ら
十
五
時
ま
で 

 
 

 

八
潮
市
立
八
條
公
民
館 

会
議
室
二 

三 

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称 

 
 

三
郷
市 

四 

意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
事
項 

 
 

三
郷
市
が
作
成
し
た
草
加
都
市
計
画
事
業
（
仮
称
）
三
郷
北
部
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に

係
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見 

 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
エ
ト
リ
オ
ン
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
３
合
同
会
社
か
ら
小
川
町
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る

さ
い
た
ま
小
川
町
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
。 

 

な
お
、
関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村
並
び
に
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及

び
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
二
年
一
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村 

 
 

小
川
町
、
と
き
が
わ
町
、
東
秩
父
村
、
寄
居
町 

二 

環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間 

 

イ 

場
所 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

 

埼
玉
県
北
部
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

 

小
川
町
環
境
農
林
課 

 
 

 

と
き
が
わ
町
建
設
環
境
課 

 
 

 

東
秩
父
村
産
業
建
設
課 

 
 

 

寄
居
町
生
活
環
境
エ
コ
タ
ウ
ン
課 

 

ロ 

期
間 

 

令
和
二
年
一
月
七
日
（
火
）
か
ら
令
和
二
年
二
月
七
日
（
金
）
ま
で
（
た
だ
し
、
土
曜
日
、

日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
） 

    



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
児
童
養
護
施
設
お
お
里
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
二
年
一
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
二
年
一
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

Ｎ
ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｔ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
一
丁
目
十
二
番
一
号 

二 

指
定
の
期
間 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
み
ど
り
の
村
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
一
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
髙
橋
造
園 

 
 

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿
野
町
下
小
鹿
野
二
十
七
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
号 

 
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

元
年
度
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。 

令
和
二
年
一
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

講
習
会
の
開
催
期
日
等 

 

イ 

開
催
期
日 

 
 

 

令
和
二
年
二
月
六
日
（
木
） 

 

ロ 

開
催
場
所 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
市
双
柳
三
百
五
十
三
番
地
（
飯
能
合
同
庁
舎
内
） 

 
 

 

川
越
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
林
業
部 

 

ハ 

受
付
時
間 

 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
〇
〇
分
ま
で 

 

ニ 

講
習
の
時
間 

 
 

 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

二 

講
習
事
項
及
び
時
間
数 

 

イ 

種
苗
に
関
す
る
法
令 

二
時
間 

 

ロ 

種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項 

二
時
間 

 

ハ 

種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項 

二
時
間
三
十
分 

三 

受
講
手
続 

 
 

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
受
講
申

込
書
に
、
一
万
四
千
円
相
当
額
の
埼
玉
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
て
、
令
和
二
年
一
月
二
十
四

日
（
金
）
ま
で
に
、
埼
玉
県
農
林
部
森
づ
く
り
課
又
は
住
所
地
を
管
轄
す
る
川
越
農
林
振
興
セ

ン
タ
ー
、
秩
父
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
寄
居
林
業
事
務
所
に
提
出
す
る
こ
と
。 

四 

修
了
証
明
書
の
交
付 

 
 

講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。 

五 

そ
の
他 

 
 

そ
の
他
講
習
会
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
埼
玉
県
農
林
部
森
づ
く
り
課
（
電
話
〇
四
八
―
八

三
〇
―
四
三
二
一
）
に
照
会
す
る
こ
と
。 

 
 



埼玉県収入証紙 

はり付け箇所 

別記様式 

 

林業種苗生産事業者講習会受講申込書 

 

                        年   月   日 

 

  埼玉県知事       様 

 

 

 

 

 

 

 

 

            住 所 

 

            氏 名               印 

 

                    年   月   日 生 

 

 

  林業種苗法第１０条第３項第３号イの講習会の講習を受けたいので申 

 し込みます。 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
一
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
管
内 

道
路
台
帳
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
管
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
上
尾
市
大
谷
北
部
第
四
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第

三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
一
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

上
尾
市
大
谷
北
部
第
四
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

上
尾
市
大
字
壱
丁
目
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
二
十
七
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
一
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

羽
生
都
市
計
画
区
域
区
分 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

羽
生
市
大
字
上
岩
瀬
の
一
部 

 

ロ 

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

な
し 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
、
羽
生
市
ま
ち
づ
く
り 

 
 

部
ま
ち
づ
く
り
政
策
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
一
月
七
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
一
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
大
宮
公
園
の
一
部
の
区
域
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
二
年
一
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

大
宮
第
二
公
園
及
び
第
三
公
園
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

管
理
す
る
区
域 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
寿
能
町
及
び
堀
の
内
町
並
び
に
見
沼
区
大
和
田
町
地
内 

三 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
二
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
ス
タ
ジ
ア
ム
２
０
０
２
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
二
年
一
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
ス
タ
ジ
ア
ム
２
０
０
２
公
園
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
三
号 

 
次
に
掲
げ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
又
は
そ
の
業
者
の
所
在
が
確
知
で
き
な

い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
公
告
す
る
。 

 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き

は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免

許
を
取
り
消
す
。 

令
和
二
年
一
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

株
式
会
社
リ
プ
ロ 

 

商

号

又

は

名

称 

小
寺
康
次 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
川
口
市
北
園
町
二
番

十
一
号 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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